


発生届が提出されない患者の情報を独自に収集
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発生届が提出されない患者に関する課題

・県独自システムにて「氏名」「生年月日」
「居住市町名」を把握し、上記課題に対応

１．体調悪化時に、入院調整に今以上に時間を要することと
なる。

２．療養期間通知書が発行できなくなり、医療機関に診断書
を求める患者が増える可能性がある。

３．現在の療養支援体制を継続することが困難になる。
（宿泊療養・自宅療養者へのパルスオキシメーター貸与や食料支援など）
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県独自システムへ登録された患者への対応
・診断時の医師からの説明や県ホームページなどにより、

療養上の注意点や、症状が悪化した場合のお問い合わせ先を案内

《お問い合わせ先 》 ※お問い合わせは、かかりつけの医療機関又は下記の保健所へ

8:30
～

17:15

桑名保健所
0594-24-3625（平日）
0594-24-3671（土休日）

伊賀保健所 0595-24-8045

鈴鹿保健所 059-382-8672 尾鷲保健所 0597-23-3454

津保健所 059-223-5184 熊野保健所 0597-89-6115

松阪保健所 0598-50-0531 四日市市保健所 059-354-8406

伊勢保健所 0596-27-5216

17:15
～

翌8:30
全県共通（夜間相談窓口） 059-224-2644






